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【表紙】
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回次
第111期

中間連結会計期間
第112期

中間連結会計期間
第111期

会計期間
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2025年４月１日
至 2025年９月30日

自 2024年４月１日
至 2025年３月31日

売上高 （百万円） 298,040 321,378 705,058

経常利益 （百万円） 14,316 34,073 64,546

親会社株主に帰属する

中間（当期）純利益
（百万円） 9,815 22,603 47,250

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 7,597 29,461 50,292

純資産額 （百万円） 569,231 617,648 599,738

総資産額 （百万円） 769,943 827,612 821,693

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 48.92 114.06 236.26

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 73.8 74.6 72.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 26,482 43,722 24,545

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 3,117 △46,068 3,605

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △13,187 △15,867 △24,976

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（百万円） 198,141 165,222 184,662

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１  当社は中間連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していな

い。

２  潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２【事業の内容】

  当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はない。

  また、主要な関係会社の異動について、当社は、2025年４月１日に、株式会社北弘電社の発行済株式の全てを取得

し、当中間連結会計期間に連結子会社としている。詳細は、「第４ 経理の状況 １　中間連結財務諸表 注記事項

（企業結合等関係）」に記載のとおりである。
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第２【事業の状況】
（注）  百万円未満の端数を切捨てて表示している。

１【事業等のリスク】

  当中間連結会計期間における、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の

判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」について重要な変更はない。なお、重要事象等は存在していない。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものである。

(1）財政状態及び経営成績の状況

ア）経営成績

当社グループの完成工事高は、前中間連結会計期間に比べ233億３千８百万円増加し、3,213億７千８百万円（前

年同期比7.8％増）となった。

完成工事総利益は、前中間連結会計期間に比べ245億２千８百万円増加し、709億６千４百万円（前年同期比

52.8％増）となった。完成工事高が増加し、完成工事総利益率についても6.5ポイント上昇したことによる。

営業利益は、前中間連結会計期間に比べ190億１千１百万円増加し、318億８千７百万円（前年同期比147.6％

増）となった。販売費及び一般管理費が増加したものの、完成工事総利益が増加したため、営業利益は増加した。

営業利益率は9.9％となっており、前中間連結会計期間と比べ5.6ポイント上昇した。

経常利益は、前中間連結会計期間に比べ197億５千６百万円増加し、340億７千３百万円（前年同期比138.0％

増）となった。

親会社株主に帰属する中間純利益は、前中間連結会計期間に比べ127億８千８百万円増加し、226億３百万円（前

年同期比130.3％増）となった。

良好な市場環境を背景とした採算性の向上、及び生産性向上への努力を重ねたことにより、完成工事高及び各利

益とも、前年同期実績を上回る結果となった。

イ）財政状態

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べ634億４千４百万円減少し、4,402億１千１百万円（前年度末比12.6％減）

となった。工事代金の回収に伴う受取手形・完成工事未収入金等の減少が主な要因である。手元資金（現金及び現

金同等物）は194億４千万円減少し、1,652億２千２百万円となった。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ693億６千２百万円増加し、3,874億円（前年度末比21.8％増）となった。

建設仮勘定やのれんの増加が主な要因である。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末と比べ59億１千８百万円増加し、8,276億１千２百万円（前年度末

比0.7％増）となった。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べ205億２千８百万円減少し、1,819億２千９百万円（前年度末比10.1％減）

となった。材料費等の仕入債務の支払いが進んだことによる支払手形・工事未払金等の減少や法人税等の支払によ

る未払法人税等の減少が主な要因である。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ85億３千６百万円増加し、280億３千４百万円（前年度末比43.8％増）と

なった。繰延税金負債や資産除去債務の増加が主な要因である。

これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末と比べ119億９千１百万円減少し、2,099億６千３百万円（前年度

末比5.4％減）となった。
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（純資産）

株主資本は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上や剰余金の配当、自己株式取得の結果、前連結会計年度末

と比べ110億５千８百万円増加し、5,399億７千６百万円（前年度末比2.1％増）となった。その他の包括利益累計

額は、その他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末と比べ69億７千４百万円増加し、771億円

（前年度末比9.9％増）となった。

また、非支配株主持分は５億７千１百万円（前年度末比17.7％減）となった。

これらの結果、純資産は、前連結会計年度末と比べ179億１千万円増加し、6,176億４千８百万円（前年度末比

3.0％増）となった。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末より1.7ポイント上昇し、74.6％となった。

(2）キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、法人税等の支払等があったものの、税金等調整前中間

純利益の計上や、売上債権の減少等により、437億２千２百万円の資金増加(前年同期は264億８千２百万円の資金

増加)となった。

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得や子会社株式の取得等により460億６千８百万円の資金

減少(前年同期は31億１千７百万円の資金増加)となった。

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得や配当金の支払等により、158億６千７百万円の資金減

少(前年同期は131億８千７百万円の資金減少)となった。

この結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は194億４千万円の資金減少(前年同期は176億２千

３百万円の資金増加)となり、当中間連結会計期間末の残高は、1,652億２千２百万円となった。

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

  前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はない。

(4）経営方針・経営戦略等

  当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について、重要な変更はない。

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

  当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変

更はない。

(6）研究開発活動

  当中間連結会計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、４億７千万円である。

  なお、当中間連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

(7）経営成績に重要な影響を与える要因

  当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性のある要因は、経済状況の変化や得意先の倒産等による不

良債権の発生などが考えられるが、市場の変化や得意先のニーズに迅速かつ適切に対応してリスク回避に努めてい

く。

(8）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資本政策の基本方針について、前事業年度の有価証券報告書の記載から重要な変更はない。

また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当中間連結会

計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保して

いると認識している。

３【重要な契約等】

  当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はない。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 600,000,000

計 600,000,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
中間会計期間末

現在発行数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2025年11月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 199,954,180 199,954,180
東京証券取引所

プライム市場

単元株式数は100株

である。

計 199,954,180 199,954,180 － －

②【発行済株式】

（注）  1944年８月26日設立時の現物出資額  2,360株（建物・機械・工具：118千円）

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

            該当事項なし。

②【その他の新株予約権等の状況】

            該当事項なし。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項なし。

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額

（百万円）

資本金残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2025年４月１日～

2025年９月30日
－ 199,954,180 － 26,411 － 29,657

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

関西電力株式会社 大阪市北区中之島３丁目６－16 58,905,579 29.68

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号　赤坂イン

ターシティＡＩＲ
21,832,100 11.00

関電不動産開発株式会社 大阪市北区中之島３丁目３－23 14,507,319 7.31

きんでん従業員持株会 大阪市北区本庄東２丁目３－41 9,721,291 4.90

株式会社日本カストディ銀行（信

託口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 7,010,900 3.53

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡ

ＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ

ＭＰＡＮＹ　５０５００１

（常任代理人 株式会社みずほ銀

行）

ＯＮＥ　ＣＯＮＧＲＥＳＳ　ＳＴＲＥＥ

Ｔ，　ＳＵＩＴＥ　１，　ＢＯＳＴＯＮ，　

ＭＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ（東京都港区

港南２丁目15－１　品川インターシティＡ

棟）

4,503,223 2.27

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　

ＢＡＮＫ　３８００５５

（常任代理人 株式会社みずほ銀

行）

270　ＰＡＲＫ　ＡＶＥＮＵＥ，　ＮＥＷ　

ＹＯＲＫ，　ＮＹ　10017，　ＵＮＩＴＥ

Ｄ　ＳＴＡＴＥＳ　ＯＦ　ＡＭＥＲＩＣＡ

（東京都港区港南２丁目15－１　品川イン

ターシティＡ棟）

2,435,169 1.23

ＢＮＹＭ　ＡＳ　ＡＧＴ／ＣＬＴ

Ｓ　１０　ＰＥＲＣＥＮＴ（常任

代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀

行）

240　ＧＲＥＥＮＷＩＣＨ　ＳＴＲＥＥ

Ｔ，　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ，　ＮＥＷ　ＹＯ

ＲＫ　10286　Ｕ．Ｓ．Ａ．（東京都千代

田区丸の内１丁目４番５号）

2,018,436 1.02

ＢＢＨ（ＬＵＸ）　ＦＯＲ　ＦＩ

ＤＥＬＩＴＹ　ＦＵＮＤＳ　－　

ＪＡＰＡＮ　ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ　

ＰＯＯＬ（常任代理人　株式会社

三菱ＵＦＪ銀行）

２Ａ　ＲＵＥ　ＡＬＢＥＲＴ　ＢＯＲＳＣ

ＨＥＴＴＥ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｌ－

1246（東京都千代田区丸の内１丁目４番５

号）

2,010,500 1.01

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡ

ＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ

ＭＰＡＮＹ　５０５１０３（常任

代理人　株式会社みずほ銀行）

ＯＮＥ　ＣＯＮＧＲＥＳＳ　ＳＴＲＥＥ

Ｔ，　ＳＵＩＴＥ　１，　ＢＯＳＴＯＮ，　

ＭＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ（東京都港区

港南２丁目15－１　品川インターシティＡ

棟）

1,673,122 0.84

計 － 124,617,639 62.79

（５）【大株主の状況】
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2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,488,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 198,347,000 1,983,470 －

単元未満株式 普通株式 119,080 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 199,954,180 － －

総株主の議決権 － 1,983,470 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１  「完全議決権株式（その他）」欄には株式会社証券保管振替機構名義の株式が800株含まれている。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数８個が含まれている。

      ２  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式85株、株式会社証券保管振替機構名義の株式81株

がそれぞれ含まれている。

2025年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社きんでん

大阪市北区本庄東

２丁目３番41号
1,488,100 － 1,488,100 0.74

計 － 1,488,100 － 1,488,100 0.74

②【自己株式等】

２【役員の状況】

  該当事項なし。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に

準じて記載している。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成している。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、ひびき監査法人による期中レビューを受けている。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 104,161 62,908

受取手形・完成工事未収入金等 256,492 208,000

有価証券 91,995 113,101

未成工事支出金 19,292 29,886

材料貯蔵品 3,471 3,647

その他 31,537 25,757

貸倒引当金 △3,295 △3,091

流動資産合計 503,656 440,211

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 105,354 106,547

機械・運搬具 45,047 47,714

工具器具・備品 13,476 14,309

土地 62,945 63,053

建設仮勘定 46,516 75,572

減価償却累計額 △121,594 △125,229

有形固定資産合計 151,746 181,968

無形固定資産

のれん 1,875 16,359

その他 5,142 5,360

無形固定資産合計 7,017 21,719

投資その他の資産

投資有価証券 128,500 139,685

退職給付に係る資産 24,967 25,738

繰延税金資産 1,634 1,412

その他 5,030 18,148

貸倒引当金 △860 △1,272

投資その他の資産合計 159,273 183,713

固定資産合計 318,037 387,400

資産合計 821,693 827,612

１【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 78,860 52,938

短期借入金 14,936 14,492

未払法人税等 18,112 11,729

未成工事受入金 37,324 58,472

工事損失引当金 7,281 8,955

完成工事補償引当金 549 1,201

役員賞与引当金 259 －

その他 45,133 34,139

流動負債合計 202,457 181,929

固定負債

繰延税金負債 14,491 18,612

役員退職慰労引当金 79 78

退職給付に係る負債 4,593 5,616

資産除去債務 － 3,423

その他 333 303

固定負債合計 19,497 28,034

負債合計 221,955 209,963

純資産の部

株主資本

資本金 26,411 26,411

資本剰余金 29,210 29,449

利益剰余金 476,757 489,423

自己株式 △3,461 △5,307

株主資本合計 528,917 539,976

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51,350 60,944

為替換算調整勘定 5,383 3,261

退職給付に係る調整累計額 13,391 12,894

その他の包括利益累計額合計 70,126 77,100

非支配株主持分 694 571

純資産合計 599,738 617,648

負債純資産合計 821,693 827,612
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

完成工事高 298,040 321,378

完成工事原価 251,604 250,414

完成工事総利益 46,435 70,964

販売費及び一般管理費 ※１ 33,559 ※１ 39,076

営業利益 12,876 31,887

営業外収益

受取利息 390 564

受取配当金 1,350 1,462

その他 398 445

営業外収益合計 2,138 2,472

営業外費用

支払利息 78 89

その他 619 196

営業外費用合計 698 286

経常利益 14,316 34,073

特別利益

投資有価証券売却益 710 956

その他 502 10

特別利益合計 1,213 966

特別損失

減損損失 ※２ 6 ※２ 998

その他 279 10

特別損失合計 285 1,009

税金等調整前中間純利益 15,244 34,030

法人税等 5,523 11,505

中間純利益 9,721 22,525

非支配株主に帰属する中間純損失（△） △93 △78

親会社株主に帰属する中間純利益 9,815 22,603

(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

中間純利益 9,721 22,525

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,437 9,593

為替換算調整勘定 2,617 △2,159

退職給付に係る調整額 △304 △497

その他の包括利益合計 △2,123 6,936

中間包括利益 7,597 29,461

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 7,643 29,577

非支配株主に係る中間包括利益 △45 △116

【中間連結包括利益計算書】
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 15,244 34,030

減価償却費 3,371 3,923

減損損失 6 998

のれん償却額 150 920

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 7

工事損失引当金の増減額（△は減少） △79 1,667

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △170 306

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △1,096 △1,234

受取利息及び受取配当金 △1,740 △2,027

支払利息 78 89

投資有価証券売却損益（△は益） △710 △956

固定資産除売却損益（△は益） △203 7

売上債権の増減額（△は増加） 66,140 52,456

未成工事支出金の増減額（△は増加） △8,676 △10,588

仕入債務の増減額（△は減少） △30,967 △26,853

未成工事受入金の増減額（△は減少） 9,989 21,873

その他 △13,032 △15,565

小計 38,319 59,056

利息及び配当金の受取額 1,881 2,153

利息の支払額 △78 △89

法人税等の支払額 △13,639 △17,398

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,482 43,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,700 △1,125

定期預金の払戻による収入 2,873 873

預け金の預入による支出 － △20,000

預け金の払戻による収入 － 20,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4,112 △7

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入
13,122 4,888

固定資産の取得による支出 △4,849 △30,580

固定資産の売却による収入 317 14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ △19,021

その他 △532 △1,110

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,117 △46,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △561 △459

自己株式の取得による支出 △3,823 △5,460

配当金の支払額 △8,655 △9,937

非支配株主への配当金の支払額 △9 △6

その他 △136 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,187 △15,867

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,211 △1,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,623 △19,440

現金及び現金同等物の期首残高 180,517 184,662

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 198,141 ※１ 165,222

(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当中間連結会計期間より、三菱電機株式会社から株式会社北弘電社の発行済株式の全てを取得し、連結の範囲に

含めている。

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

税金費用の算定方法 　税金費用の算定については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前

当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

前中間連結会計期間
（自  2024年４月１日

　　至  2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自  2025年４月１日

　　至  2025年９月30日）

従業員給料手当 15,047百万円 17,943百万円

退職給付費用 559 489

貸倒引当金繰入額 15 15

用途 地域 種類
金額

（百万円）

遊休資産
近畿圏           2件 土地 18

その他           1件 土地 0

事業用資産 山口県 機械装置 980

（中間連結損益計算書関係）

※１  販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりである。

※２  減損損失

前中間連結会計期間（自  2024年４月１日  至  2024年９月30日）

重要性が乏しいため、記載を省略している。

当中間連結会計期間（自  2025年４月１日  至  2025年９月30日）

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上した。

当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基準として支店（社）及び子会社毎に、

遊休資産については個別にグルーピングし、減損損失の判定を行った。

遊休資産については、継続的な地価の下落により、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。

事業用資産については、子会社である白滝山ウインドファーム㈱が営んでいる風力発電事業に係る設

備について将来の撤去予定が明確になったため、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上した。

なお、当該資産の回収可能価額は、遊休資産においては正味売却価額により測定しており、主に不動

産鑑定基準に基づく鑑定評価額等に合理的な調整を行って算出した額によっている。事業用資産におい

ては使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.72％で割り引いて算定している。

３  当社グループは、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱

い」（実務対応報告第46号　2024年３月22日）第７項を適用し、当中間連結会計期間を含む対象会計年度

に関する国際最低課税額に対する法人税等を計上していない。
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前中間連結会計期間
（自  2024年４月１日

至  2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自  2025年４月１日

至  2025年９月30日）

現金預金勘定 58,436百万円 62,908百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △3,293 △2,681

取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券）
142,997 104,994

現金及び現金同等物 198,141 165,222

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

    次のとおりである。

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月25日

定時株主総会
普通株式 8,655 43.0 2024年３月31日 2024年６月26日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年10月31日

取締役会
普通株式 8,002 40.0 2024年９月30日 2024年11月25日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月25日

定時株主総会
普通株式 9,937 50.0 2025年３月31日 2025年６月26日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年10月28日

取締役会
普通株式 11,907 60.0 2025年９月30日 2025年11月28日 利益剰余金

（株主資本等関係）

Ⅰ  前中間連結会計期間（自2024年４月１日  至2024年９月30日）

１．配当金支払額

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末

 日後となるもの

（注）創業80周年記念配当が５円含まれている。

Ⅱ  当中間連結会計期間（自2025年４月１日  至2025年９月30日）

１．配当金支払額

（注）創業80周年記念配当が５円含まれている。

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末

 日後となるもの

３．当社は、2025年１月31日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,300,700株の取得を行った。

また、2025年５月21日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式インセンティブとして自己株

式1,002,400株を処分した。これらの結果、当中間連結会計期間において自己株式が1,846百万円増

加し、当連結会計期間末において自己株式が5,307百万円となっている。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前中間連結会計期間（自2024年４月１日  至2024年９月30日）

報告セグメントは設備工事業（建設事業）のみであるため、記載を省略した。

Ⅱ  当中間連結会計期間（自2025年４月１日  至2025年９月30日）

報告セグメントは設備工事業（建設事業）のみであるため、記載を省略した。

取得の対価　現金預金 15,082百万円

取得原価 15,082

（企業結合等関係）

取得による企業結合

当社は、2025年２月28日開催の取締役会の決議に基づき、2025年４月１日付で、三菱電機株式会社から株式会

社北弘電社（以下「北弘電社」という。）の発行済株式の全てを取得し、連結子会社とした。

１．企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称　株式会社北弘電社

事業の内容　　　　屋内配線工事事業、電力関連工事事業、産業設備機器の仕入・販売

(2) 企業結合を行った主な理由

再開発をはじめとする旺盛な建築工事需要、再生可能エネルギープロジェクトの活性化等によって今

後の市場の盛り上がりが期待される北海道エリアにおいて、多数の施工実績と確固たる顧客基盤、豊富

な技術人員や強固な施工体制を有している北弘電社をグループに迎えることで、両社がそれぞれ保有す

る経営資源の相互の補完・共有・活用を図り、地域密着を更に進め、北海道エリアにおける事業基盤を

さらに強化していく。これにより、北海道エリアでの受注拡大を図り、グループ全体として高いプレゼ

ンスを確立していく。

(3) 企業結合日

2025年４月１日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称

変更はない。

(6) 取得した議決権比率

100％

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

３．主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　309百万円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額

15,403百万円

なお、のれんの金額は、当中間連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫定

的に算定された金額である。

(2) 発生原因

今後の事業展開により期待される超過収益力から発生したもの。

(3) 償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却
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　一定の期間にわたり移転される財又はサービス 199,841

　一時点で移転される財又はサービス 98,199

顧客との契約から生じる収益 298,040

その他の収益 －

外部顧客への売上高 298,040

　一定の期間にわたり移転される財又はサービス 216,198

　一時点で移転される財又はサービス 105,180

顧客との契約から生じる収益 321,378

その他の収益 －

外部顧客への売上高 321,378

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

Ⅰ  前中間連結会計期間（自  2024年４月１日  至  2024年９月30日）

（単位：百万円）

Ⅱ  当中間連結会計期間（自  2025年４月１日  至  2025年９月30日）

（単位：百万円）

前中間連結会計期間
（自  2024年４月１日

至  2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自  2025年４月１日

至  2025年９月30日）

１株当たり中間純利益　　　　　　　　　（円） 48.92 114.06

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する中間純利益　（百万円） 9,815 22,603

普通株主に帰属しない金額　　　　（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

中間純利益　　　　　　　　　　　（百万円）
9,815 22,603

普通株式の期中平均株式数　　　　　（千株） 200,616 198,174

（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

（重要な後発事象）

該当事項なし。

２【その他】

  中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりである。

(1）決議年月日                              2025年10月28日

(2）中間配当金総額                            11,907百万円

(3）１株当たりの額                                60円00銭

(4）支払請求の効力発生日及び支払開始日      2025年11月28日

（注）2025年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行う。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

   該当事項なし。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年11月13日

株式会社きんでん

取締役会  御中

ひびき監査法人

大阪事務所

代表社員
業務執行社員

公認会計士 岡    田    博    憲

業務執行社員 公認会計士 細    谷    明    宏

監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社きんでんの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025
年４月１日から2025年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間
連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中
レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社きんでん及び連結子会社の2025年９月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビ

ューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビュー
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社
会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の
表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間
連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立

場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビュー

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。



(注)１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていない。

・  主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他
の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと
信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸
表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビ
ュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・  中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含め
た中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・  中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を
入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュ

ー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　上
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【表紙】



１【半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

  当社取締役社長 上坂隆勇は、当社の第112期中（自  2025年４月１日  至  2025年９月30日）の半期報告書の記載

内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認した。

２【特記事項】

  特記すべき事項はない。


